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●�万願寺メイン会場、日野宿本陣、ふるさと博物館で

 
■
７
月　

日
�
・
８
月
７
日
�
は
、

１７

窓
口
業
務
を
休
止
し
ま
す

　

税
証
明
発
行
総
合
窓
口
の
開
設
に

伴
う
施
設
改
修
の
た
め
、
７
月　

日
１７

�
の
窓
口
業
務
（
市
役
所
本
庁
舎
、

七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
）
は
休

止
し
ま
す
。

　

ま
た
、
万
願
寺
地
区
町
名
地
番
変

更
に
伴
う
住
民
登
録
デ
ー
タ
の
変
更

処
理
作
業
の
た
め
、
８
月
７
日
�
の

窓
口
業
務
と
８
月
７
日
�
・
８
日
�

の
自
動
交
付
機
に
よ
る
住
民
票
の
写

し
、
印
鑑
証
明
書
の
発
行
も
休
止
し

ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
市
民
窓
口
課
、
七
生

支
所
（
�　

・
７
７
１
２
）

５９１

■
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
（
Ｋ
Ｈ

Ｖ
）
病
ま
ん
延
防
止
の
お
願
い

　

現
在
、
市
内
で
も
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス

ウ
イ
ル
ス
（
Ｋ
Ｈ
Ｖ
）
病
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
病
気
の
ま
ん
延
を
防
ぐ

た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

�
河
川
や
池
な
ど
に
コ
イ
（
マ
ゴ
イ

・
ニ
シ
キ
ゴ
イ
）
を
放
流
し
な
い

�
河
川
や
池
な
ど
で
釣
っ
た
コ
イ
の

持
ち
帰
り
や
、
自
宅
な
ど
で
飼
育
し

て
い
る
コ
イ
を
他
の
場
所
へ
移
動
し

な
い

﹇
問
合
せ
先
﹈
環
境
保
全
課

■
市
民
住
宅（
あ
き
家
）入
居
者（
登

録
者
）
募
集

﹇
募
集
住
宅
・
戸
数
﹈
第
１
か
し
の

木
ハ
イ
ツ
（
高
幡
）
４
戸
、
第
２
か

し
の
木
ハ
イ
ツ
（
南
平
）
６
戸
、
第

３
か
し
の
木
ハ
イ
ツ
（
神
明
）
２
戸

﹇
家
賃
﹈
８
万
２
千　

円
〜　

万
５

９００

１１

千
円
（
住
宅
、
世
帯
の
収
入
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
）﹇
申
込
資
格
﹈
�
市

内
在
住
・
在
勤
の
成
年
者
（　

歳
未

２０

満
の
既
婚
者
を
含
む
）
�
所
得
が
定

め
ら
れ
た
基
準
内
�
現
に
同
居
、
ま

た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い

る
�
住
宅
に
困
っ
て
い
る
※
詳
細
は

「
募
集
の
し
お
り
」
を
参
照
﹇
し
お

り
の
配
布
﹈
７
月　

日
�
〜　

日
�

１５

２３

（
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８

時　

分
〜
午
後
５
時　

分
に
市
役
所

３０

１５

４
階
財
産
管
理
課
、
１
階
市
民
相
談

窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所

で
配
布
﹇
申
込
み
﹈
７
月　

日
�

２６

（
必
着
）
ま
で
に
所
定
の
用
紙
を
財

産
管
理
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

■
危
険
な
が
け
崩
れ
へ
の
備
え
〜
家

の
ま
わ
り
の
再
点
検
を

　

台
風
や
雷
雨
な
ど
の
集
中
豪
雨
で

地
盤
が
緩
み
、
が
け
や
よ
う
壁
な
ど

の
崩
壊
が
起
こ
り
や
す
い
季
節
と
な

り
ま
し
た
。
日
ご
ろ
か
ら
危
な
い
石

積
み
や
土
留
め
は
補
強
し
、
雨
水
の

排
水
を
よ
く
す
る
な
ど
、
安
全
対
策

に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
、
関

係
機
関
か
ら
改
善
等
の
措
置
を
と
る

よ
う
に
勧
告
を
受
け
て
い
る
方
は
、

必
ず
補
強
・
改
良
な
ど
の
工
事
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。な
お
、
法
律
（
宅
地

造
成
等
規
制
法
）
等
で
定
め
の
あ
る

区
域
内
で
、
一
定
の
高
さ
の
切
り
土

・
盛
り
土
し
た
よ
う
壁
な
ど
を
築
造

す
る
と
き
は
、
事
前
に
許
可
が
必
要

で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
相
談
・
問
合
せ
先
﹈
東
京
都
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
（
�　

・　

・
２

０４２

５４８

０
３
７
）
／
市
防
災
課

 
■
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
費
を
助
成

　

母
子
・
父
子
家
庭
や
そ
れ
に
準
ず

る
家
庭
の
方
に
「
ひ
と
り
親
家
庭
医

療
証
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
医
療

機
関
を
受
診
し
た
と
き
に
健
康
保
険

証
と
一
緒
に
提
示
す
る
と
、
保
険
診

療
の
自
己
負
担
分
が
一
部
助
成
さ
れ

ま
す
。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
類
等
、
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

を
。
現
在
、
医
療
証
を
お
持
ち
の
方

に
は
、
７
月
末
ま
で
に
現
況
届
の
お

知
ら
せ
を
し
ま
す
。

﹇
受
給
要
件
﹈
�
市
内
に
住
所
が
あ

る
母
子
・
父
子
家
庭
か
、
そ
れ
に
準

ず
る
家
庭
（
父
母
以
外
の
養
育
者
・

親
が
重
度
の
障
害
者
等
）
�
昭
和　
６１

年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
（
助
成
期
間
は　

歳
１８

の
年
度
末
ま
で
）
�
各
種
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
�
生
活
保
護
を
受

け
て
い
な
い
�
児
童
を
里
親
に
委
託

し
た
り
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
れ

て
い
な
い
�
東
京
都
心
身
障
害
者
医

療
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
（
子
ま

た
は
親
の
み
が
受
け
て
い
る
場
合
は

可
）
�
平
成　

年
分
の
所
得
が
一
定

１４

以
下
﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■
ひ
と
り
親
家
庭
と
障
害
児
の
養
育

者
に
手
当
を
支
給

　

母
子
・
父
子
家
庭
、
障
害
を
お
持

ち
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方

に
各
種
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
（
左

表
参
照
）。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い

方
は
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
等
の
制

限
が
あ
り
ま
す
。
な
お
今
月
か
ら
児

童
扶
養
手
当
は
、
平
成　

年
中
の
所

１５

得
で
判
定
し
ま
す
。
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
を
。
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
７
月
末
に

現
況
届
を
お
送
り
し
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
子
育
て
課

■
乳
児
用
ベ
ビ
ー
シ
ー
ト
の
無
料
貸

し
出
し

﹇
貸
出
機
種
﹈
体
重　

�
未
満
で
身

１０

長　

�
以
下
（
生
後　

カ
月
ま
で
）

７５

１２

用 
﹇
貸
出
期
間
﹈
８
月
上
旬
（
予
定
）

か
ら
６
カ
月
﹇
対
象
﹈
市
内
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成　

年
１６

４
月　

日
〜
７
月　

日
に
出
産
ま
た

１６

３１

は
出
産
予
定
の
方
※
取
り
付
け
で
き

な
い
車
両
は
不
可
。
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
を
﹇
貸
出
台
数
﹈　

台
（
予
定
）

３０

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
﹇
申
込

み
﹈
７
月　

日
�
ま
で
に
往
復
ハ
ガ

２８

キ
で
。
往
信
用
裏
面
に
ベ
ビ
ー
シ
ー

ト
借
用
希
望
、
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
、
出
産
（
予
定
）
年
月
日
、
母

子
健
康
手
帳
の
交
付
日
・
発
行
区
市

町
村
名
・
番
号
、
使
用
車
両
登
録
番

号
（
ナ
ン
バ
ー
）・
車
名
を
記
入
し
、

〒　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
道
路

１９１
課
道
路
係
へ

■
子
ど
も
の
交
通
事
故
を
防
ご
う
〜

あ
ぶ
な
い
よ
、
飛
び
出
し
か
け
出
し

ふ
ざ
け
っ
こ

　

夏
休
み
は
子
ど
も
も
開
放
的
に
な

り
、
交
通
事
故
が
心
配
さ
れ
る
時
期

で
す
。
家
庭
で
も
交
通
安
全
の
き
ま

り
を
具
体
的
に
教
え
て
、
保
護
者
の

方
が
正
し
い
手
本
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

﹇
道
路
を
歩
く
と
き
﹈
道
路
を
渡
る

と
き
は
、
横
断
歩
道
か
歩
道
橋
を
渡

り
、
信
号
や
道
路
標
識
に
従
っ
て
正

し
く
通
行
し
ま
し
ょ
う
﹇
自
転
車
を

利
用
す
る
と
き
﹈
体
格
に
合
っ
た
自

転
車
に
乗
り
、
見
通
し
の
悪
い
交
差

点
な
ど
で
は
、
一
度
止
ま
っ
て
左
右

の
安
全
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
夜
間

は
必
ず
ラ
イ
ト
を
つ
け
、
明
る
い
服

装
に
し
ま
し
ょ
う
﹇
問
合
せ
先
﹈
日

野
警
察
署
交
通
課
（
�　

・
０
１
１

５８６

０
）
／
市
都
市
計
画
課
交
通
政
策
係

 
■
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
「
ふ
れ

あ
い
と
対
話
が
築
く
明
る
い
社
会
」

　

こ
の
運
動
は
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全

国
的
な
運
動
で
す
。
日
野
市
で
は
、

「
子
ど
も
・
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
ス

テ
ー
ジ
」
を
開
催
し
ま
す
。

﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
午
前　

時
〜

１７

１０

午
後
０
時　

分
﹇
会
場
﹈
一
中
食
堂

３０

﹇
内
容
﹈
一
中
・
一
小
・
四
小
・
仲

田
小
の
生
徒
・
児
童
に
よ
る
合
唱
・

合
奏
、
は
ね
こ
踊
り
等
の
発
表
﹇
問

合
せ
先
﹈
保
護
司
会
日
野
分
区
（
馬

場
�　

・
５
４
７
６
）
／
市
総
務
課

５８１

■
第　

回
日
野
市
都
市
計
画
審
議
会

１３

の
開
催
及
び
傍
聴

﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
午
前　

時
か

２３

１０

ら
﹇
会
場
﹈
市
役
所
６
階
全
員
協
議

会
室
﹇
付
議
予
定
案
件
﹈
日
野
都
市

計
画
地
区
計
画
落
川
東
地
区
地
区
計

画
の
決
定
・
用
途
地
域
の
指
定
の
な

い
区
域
の
容
積
率
等
の
指
定
に
つ
い

て
﹇
定
員
﹈ 

先
着　

人
※
当
日
午
前

１０

９
時　

分
〜
９
時　

分
に
市
役
所
３

３０

５０

階
都
市
計
画
課
で
受
け
付
け
﹇
問
合

せ
先
﹈
都
市
計
画
課

■
教
育
委
員
会
第
２
回
臨
時
会

﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
午
後
２
時
か

３０

ら
﹇
案
件
﹈
小
学
校
教
科
用
図
書
採

択
に
つ
い
て
﹇
問
合
せ
先
﹈
教
育
庶

務
課

■
平
成　

年
度
生
産
緑
地
地
区
の
追

１６

加
指
定

 
﹇
指
定
要
件
﹈
�
生
活
環
境
機
能
及

び
公
共
施
設
等
の
敷
地
の
用
に
供
す

る
土
地
と
し
て
適
し
て
い
る
�
面
積

が
１
団
で　

�
以
上
の
農
地
�
農
林

５００

漁
業
の
継
続
が
可
能
※
こ
の
他
に
も

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
相

談
を
﹇
審
査
受
付
﹈
８
月
２
日
�
〜

　

日
�
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

１３に
必
要
書
類
を
、
市
役
所
３
階
都
市

計
画
課
へ
持
参
※
受
付
期
間
中
、
相

談
窓
口
も
設
置
し
ま
す

■
市
立
病
院
ス
タ
ッ
フ
募
集

▼
正
規
職
員
（
助
産
師
・
看
護
師
）

　

試
験
日
、
応
募
資
格
等
、
詳
細
は

広
報
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
臨
時
職
員

﹇
職
種
﹈
�
助
産
師
・
看
護
師
�
薬

剤
師
﹇
応
募
資
格
﹈
有
資
格
者
で
健

康
な
方
﹇
募
集
人
数
﹈
�
若
干
人
�

１
人
﹇
申
込
み
﹈
履
歴
書
（
写
真
添

付
）、
資
格
証
の
写
し
を
、
〒　

―
０

１９１

０
６
２
多
摩
平
４
の
３
の
１
市
立
病

院
総
務
課
（
�　

・
２
６
７
７
）
へ

５８１

郵
送
か
持
参

 
■
教
育
委
員
会
第
３
回
定
例
会
（
６

月　

日
開
催
）

２４
﹇
可
決
さ
れ
た
議
案
﹈
日
野
市
教
育

委
員
会
教
育
長
に
対
す
る
事
務
委
任

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制

定
ほ
か
３
件
﹇
報
告
事
項
﹈
平
山
小

・
平
山
台
小
統
合
協
議
会
の
発
足
ほ

か
５
件
﹇
問
合
せ
先
﹈
教
育
庶
務
課

■
コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タ
東
京
サ
イ
ト
日

野
が
東
京
都
「
環
境
局
長
賞
」
受
賞

　

こ
れ
は
企
業
と
し
て
、
リ
ス
ク
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
地
域
対
話
・

サ
イ
ト
レ
ポ
ー
ト
）
へ
の
積
極
的
な

取
り
組
み
や
、
揮
発
性
有
機
化
合
物

等
の
大
幅
な
削
減
が
他
企
業
の
模
範

●ひとり親家庭と障害児の養育者への手当一覧

支　　給　　額対　　　　　　象

申請の翌月分から児童
１人につき月１３，５００円

次のいずれかに該当する昭和６１年４月２日以降
生まれの児童を養育している父、母または養育
者①父母が離婚②父または母が死亡③父または
母が重度の障害者④父または母が１年以上生死
不明⑤父、認知の父または母から遺棄されてい
る（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥父ま
たは母が１年以上拘禁されている⑦婚姻によら
ないで出生（認知されていても認知の父に扶養
されていなければ受給可）

育　

成　

手　

当

申請の翌月分から児童
１人の場合月９，８８０円
～４１，８８０円、児童２人
目以降は加算あり（所
得に応じて変わります）
※受給権は資格発生時
から５年で時効になる
場合があります

次のいずれかに該当する昭和６１年４月２日以降
生まれ（一定の障害がある児童は２０歳未満）の
児童を養育している母または養育者①父母が離
婚②父が死亡③父が重度の障害者④父が１年以
上生死不明⑤父、認知の父から遺棄されている
（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥父が１
年以上拘禁されている⑦婚姻によらないで出生
（認知されていても、認知の父に扶養されてい
なければ受給可）

児

童

扶

養

手

当

申請の翌月分から児童
１人につき月１５，５００円
※障害児が一定の福祉
施設に入所している場
合は受給できません

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育
している方①愛の手帳１～３度程度②身体障害
者手帳１～２級程度③脳性まひ、または進行性
筋萎縮症

障
害
手
当

※特別児童扶養手当については、８月１５日号の広報をご覧ください

と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
高
く
評

価
さ
れ
た
も
の
で
す
。（環

境
保
全
課
）

■
市
長
の
動
き
（
６
月
後
半
）

﹇　

日
﹈
市
議
会
本
会
議
（
審
査
報

１７
告
、
議
案
上
程
）﹇　

日
﹈
日
野
市
立

１９

小
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
定
期
総
会

﹇　

日
﹈
コ
ス
モ
ス
ア
ベ
ニ
ュ
ー
事

２０
業
﹇　

日
﹈
新
選
組
フ
ェ
ス
タ　

日

２２

ｉｎ

野
実
行
委
員
会
総
会
﹇　

日
﹈
東
京

２５

南
農
業
協
同
組
合
通
常
総
代
会
﹇　
２７

日
﹈
日
野
市
少
年
軟
式
野
球
連
盟
春

季
大
会
閉
会
式
﹇　

日
﹈
多
摩
都
市

３０

モ
ノ
レ
ー
ル
株
式
会
社
株
主
総
会


